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航空重大インシデント調査報告書

所 属 ノースウエスト航空会社

型 式 ボーイング式７４７－２００Ｂ型

登録記号 Ｎ６４５ＮＷ（米国籍）

発生日時 平成１６年７月２９日 １１時３３分ごろ

発生場所 関西国際空港

平成１８年 ３ 月 ８ 日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 佐 藤 淳 造（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 加 藤 晋

委 員 垣 本 由紀子

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空重大インシデント調査の経過

１.１ 航空重大インシデントの概要

本件は、航空法施行規則第１６６条の４第６号に規定された「発動機の破損（破片

が当該発動機のケースを貫通した場合に限る 」に該当し、航空重大インシデントと）

して取り扱われることとなったものである。

ノースウエスト航空会社所属ボーイング式７４７－２００Ｂ型Ｎ６４５ＮＷは、平

成１６年７月２９日（木 、同社の定期９０５便（貨物便）として、１１時３２分関）

西国際空港からインチョン国際空港（韓国）へ向けて離陸した｡離陸直後､１１時３３

分ごろ、No.１エンジンの排気温度が上昇したことを示す計器表示があり、当該エン

ジンが停止したため、目的地を変更し、１１時４４分、関西国際空港に着陸した。

着陸後、No.１エンジン下側カウリングに損傷があるのが確認された。

同機には、機長ほか運航乗務員２名計３名が搭乗していたが、運航乗務員に負傷者

はいなかった。
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１.２ 航空重大インシデント調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１６年７月３０日、本重大インシデントの調

査を担当する主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。また、平成１６年

８月３日、１名の航空事故調査官を追加指名した。

1.2.2 外国の代表、顧問

本調査には、本重大インシデント機の登録国、運航国及び設計・製造国である米

国の代表が参加した。

1.2.3 調査の実施時期

平成１６年 ７ 月３０日～ ８ 月 １ 日 機体調査及び口述聴取

平成１６年 ８ 月 ３ 日～平成１７年 ５ 月３１日 ＤＦＤＲ及びＣＶＲの解析

平成１６年 ８ 月１７日～平成１７年 ３ 月１７日 エンジン分解調査

（アメリカ合衆国事故調査当局（ＮＴＳＢ）の協力を得て、調査を行った ）。

1.2.4 経過報告

平成１７年９月３０日、その時点までの事実調査結果に基づき、国土交通大臣に

対して経過報告を行い公表した。

1.2.5 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

1.2.6 調査参加国への意見照会

調査参加国に対し意見照会を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

ノースウエスト航空会社所属ボーイング式７４７－２００Ｂ型Ｎ６４５ＮＷ（以下

「同機」という ）は、平成１６年７月２９日、ノースウエスト航空会社（以下「同。

社」という ）の定期９０５便（貨物便）として、関西国際空港からインチョン国際。

空港（韓国）へ飛行の予定であった。



- 3 -

機長及び同社の整備士によれば、飛行前点検を行った結果、同機に異常は認められ

なかった。

関西国際空港事務所に通報された飛行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：計器飛行方式、出発地：関西国際空港、移動開始時刻：１１時３０

分、巡航速度：４９５kt、巡航高度：ＦＬ３９０、経路：ＭＡＩＫＯ（位置通

報点）～Ｙ３２（航空路）以後省略、目的地：インチョン国際空港、所要時間

：１時間２０分

同機には、左操縦席に機長がＰＦ（主として操縦業務を担当する操縦士）として着

座し、右操縦席に副操縦士がＰＮＦ（主として操縦以外の業務を担当する操縦士）と

して着座し、航空機関士席には航空機関士が着座していた。

本重大インシデント発生に至るまでの飛行の経過は、機長、副操縦士、航空機関士

及び関西国際空港飛行場管制所（以下「関西タワー」という ）で同機を目撃した管。

制官の口述によれば、概略次のとおりであった。

(1) 機長

整備の確認を行い、エンジンはNo.４、No.１、No.２、No.３、の順で始動を

行った。No.４エンジンは、正常に始動したが、No.１エンジンは、始動後回転

が安定しなかったので、停止させ再始動を行った。ＥＧＴ（Exhaust Gas

Temperature:排気ガス温度）が１００℃以下で再始動を行うことがオペレーシ

ョン・マニュアルで定められており、温度を確認して再始動した。前の出発地

でのエンジン始動時には、今回のようなことはなかったが、再始動を行うこと

は時々ある。

再始動後は、No.１エンジンの回転が安定したので、No.２エンジンを始動し

たが、No.２エンジンもNo.１エンジンと同様に回転が安定しなかったので停止

させ、再始動した。再始動後は、安定したので、No.３エンジンを始動した。

すべてのエンジンは、始動後から離陸までは、順調であった。

機首を引き起こし、高度３００ftになったとき、耳障りな音が聞こえ、ヨー

イングがあり、機首が左に振られたので、エンジン計器を見たらNo.１エンジ

ンの推力がなくなっていた。

機体を安定させ翼を水平に保ち、高度１,０００ftまで上昇させた。No.１エ

ンジンが止まっていたので、緊急時の手順に従ってエンジン停止時の処置をし

た。

(2) 副操縦士

整備記録の確認を行い、機長とエンジンを始動した。No.１及びNo.２エンジ

ンは、始動時回転が安定しなかったので、再始動を行った。再始動の前に

ＥＧＴが１００℃以下であることを確認した。
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すべてのエンジンは、始動後から離陸時の異常が起こるまで順調で、計器の

表示は通常の値であった。

引き起こし後、大きな音及びヨーイングが発生し、また、ＥＰＲ（Engine

Pressure Ratio:エンジン圧力比）の低下があり、異常と感じた。

関西タワーから「ＯＫか」と確認があったので、エンジンに問題が発生した

ので関西国際空港に戻りたい旨を伝え、ＩＬＳへのレーダー誘導を受けて着陸

した。

(3) 航空機関士

整備記録の確認及び外部点検を実施した。

No.１及びNo.２エンジンは、始動時エンジン回転が安定しなかったので、再

始動した。操縦士は、ＥＧＴとエンジン回転数の計器表示を見ているが、私は、

航空機関士の計器盤にある空気圧力、油圧、燃料流量等の計器表示を見ている。

回転数が安定しなかったことは、見ていた計器ではわからなかった。再始動が

正常であれば、問題はない。

異常が発生するまで、すべての計器表示は正常であった。

大きな音がした後、ヨーイングがあり推力の低下があった。No.１エンジン

のＥＧＴが上昇し、エンジン回転数及び油圧が低下したが、燃料流量は通常で

あった。火災の表示はなく、ナセル温度も正常であった。

(4) 関西タワーの管制官

同機からタクシー中に離陸準備完了を通報してきた。トラフィックがなかっ

たので離陸許可を出した。風向１０°、風速１１ktだった。使用滑走路は０６

で、離陸を確認して、離陸時刻をアプローチに通報した。その後、同機から目

を離したが、そのとき他の席にいた 2 人(管制承認伝達席と副管制席)が「炎が

出た」と言ったので、同機を見た。見たときに「ドーン」という音を聞いたが、

炎とか煙は見えなかった。同機に「ノーマルか」と問いかけた。最初の交信は

あまり聞き取れなかったので再送を求めたところ、エンジン・トラブルでのエ

マージェンシーを宣言したので、同機の意向を聞いた。同機は「問題があるの

で、ちょっと真っ直ぐ行かせてくれ」と言い、その後「関西空港に戻りたい」

と言ってきたので、アプローチと調整した。同機はショート・パターンのレー

ダー誘導を受けて滑走路０６に着陸した。着陸後は自走で駐機場所に向かった。

同機の重大インシデント発生地点は、離陸直後の関西国際空港滑走路上高度約

３００ftで、発生時刻は、１１時３３分ごろであった。

（付図１及び写真１参照）
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷

死傷者はなかった。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

機体の調査を実施した結果、No.１エンジン以外に損傷は認められなかった。No.１

エンジンの破損状況は、以下のとおりであった。

(1) エンジン・カウリング

エンジン・カウリングの５時 の位置に、幅３cmで長さ１１cmと長さ８（注１）

cmのかぎ形の破損１ヶ所及び直径約１cmの穴が４ヶ所あった。

(2) エンジン・ケース外観

エンジンの高圧タービン・ケースには、高圧タービンから低圧タービンにか

けてのケースの接続フランジの前側で、５時の位置に約４cm×２cmの穴が開い

ていた。

ケース外側にあるケース冷却用マニホールドが、５時の位置で破損していた。

排気口には、溶けた後固まった金属片が多数付着していた。

（注１）位置は、エンジンを後方から前方を見て時計文字盤上の表示位置

（写真２、３参照）

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

な し

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

(1) 機 長 男性 ５２歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） ２００１年１０月１９日

限定事項 陸上多発機 ボーイング式７４７型

第１種航空身体検査証明書

有効期限 ２００４年 ９ 月

総飛行時間 ６,００１時間２６分

最近３０日間の飛行時間 ３２時間２２分

同型式機による飛行時間 ３,３２７時間１８分

(2) 副操縦士 男性 ４５歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） １９８７年 ８ 月２４日

限定事項 陸上多発機

第１種航空身体検査証明書

有効期限 ２００５年 ７ 月
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総飛行時間 ６,２５４時間５７分

最近３０日間の飛行時間 ６２時間３５分

同型式機による飛行時間 ２,６２７時間２０分

(3) 航空機関士 男性 ４９歳

航空機関士技能証明書（飛行機） ２００１年 ８ 月２１日

限定事項 ターボジェット

第１種航空身体検査証明書

有効期限 ２００４年 ８ 月

総飛行時間 ５,４４５時間３３分

最近３０日間の飛行時間 ２０時間５３分

同型式機による飛行時間 ４,４８４時間１５分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 ボーイング式７４７－２００Ｂ型

製造番号 ２３７３６

製造年月日 １９８７年 ３ 月１９日

耐空証明書発行年月日 ２０００年 ７ 月 ５ 日

総飛行時間 ５９,４７６時間５５分

定期点検(L2 ､ 2004 3 18 )後の飛行時間 １,３０２時間５５分点検 年 月 日実施

（付図２参照）

2.6.2 エンジン

(1) 使用状況

エンジン番号 Ｎｏ．１ Ｎｏ．２ Ｎｏ．３ Ｎｏ．４

型 式 プラット・アンド・ホイットニー式ＪＴ９Ｄ－７Ｒ４Ｇ２型

製造番号 ７１５２５７ ７１５２３３ ７１５２７８ ７１５２５１

製造年月日 1987 年 1986 年 1987 年 1987 年

3 月 27 日 11 月 20 日 8 月 19 日 3月 13 日

総使用時間 54,489 時間 51,797 時間 48,258 時間 40,201 時間

54 分 3分 44 分 2 分

ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 13,017 時間 13,790 時間 16,891 時間 1,439 時間前回 後

11 分 30 分 16 分 49 分の使用時間

(2) Ｎｏ．１エンジンの経歴
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２０００年１０月２８日、同社の工場でオーバーホールが実施された。

その後、２回他の機体に取り付けられた。２００３年９月２５日取り外さ

れ、燃料管制装置等を交換し確認運転を実施した後、保管。

同年１２月１４日、同機に取り付けられた。

（付図３参照）

2.6.3 重量及び重心位置

本重大インシデント当時、同機の重量は５４５,５６０lb、重心位置は２４.７％

MACと推算され、いずれも許容範囲（最大離陸重量８３３,０００lb、重大インシデ

ント当時の重量に対応する重心範囲１３.０～３１.５％MAC）内にあったものと推

定される。

2.6.4 燃料及び潤滑油

燃料は航空燃料ジェットＡ－１、潤滑油はジェット・エンジン用モービル・ジェ

ット・オイルⅡであった。

２.７ 気象に関する情報

関西国際空港の本重大インシデント関連時間帯の定時観測気象報は、次のとおりで

あった。

11 時 30 分 風向 ０１０°、風速 ９kt、風向変動 ３３０°～０５０°、

卓越視程 １０km以上、雲 雲量 １／８ 雲形 積雲 雲底の

高さ２,５００ft、雲量 ３／８ 雲形 積雲 雲底の高さ

４,０００ft、雲量 ７／８ 雲形 層積雲 雲底の高さ

６,０００ft、気温 ３２℃ 露点温度 ２４℃、高度計規正値

（ＱＮＨ）２９.７８inHg

２.８ 飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置に関する情報

同機には、米国ロッキード・エアクラフト・サービス社製飛行記録装置（パーツナ

ンバー:１００７７Ａ５００－１０７、以下「ＤＦＤＲ」という ）及び米国アライド。

シグナル社製操縦室用音声記録装置（パーツナンバー:９８０－６０２０－００１、

以下「ＣＶＲ」という ）が装備されていた。。

ＤＦＤＲは２５時間及びＣＶＲは２時間記録できるが、その後の記録は上書きされ

る。ＤＦＤＲデータのうち、本重大インシデント発生時を含む約９０分間の最新デー

タでは、約５５分間は誤ったデータが記録され、約３５分間にはデータが記録されて

いなかった。また、ＣＶＲは記録停止の措置がとられなかったため本重大インシデン
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ト時の記録は、上書き消去されていた。

２.９ 事実を認定するための試験及び研究

2.9.1 エンジンの分解調査

本重大インシデント発生の原因を調査するため、米国ミネソタ州ミネアポリスの

同社の工場にて、ＮＴＳＢの調査官の立会いで、主にタービンセクションの分解調

査を実施した。その結果、主な損傷は次のとおりであった。

高圧タービンセクション

(1) ２段目タービン・ブレードは、２４枚がさまざまな長さに破損しており、

すべて先端を失っていた。４枚は根元で破断していた。

すべてのタービン・ブレード前縁には、衝突損傷、えぐり、裂傷等があり、

後縁には、軽微な衝突損傷があった。

(2) すべての２段目タービンのアウター・エアーシールは、衝突による損傷及

びハニカムの摩耗があった。５時の位置の４つのエアーシールはもっとも大

きな損傷があった。２つにまたがって貫通した穴があり、１つには深い溝、

１つは厚み全体がすり減っていた。

(3) ２段目タービンのインナー・エアーシールは、後方部分が大きく損傷して

おり、インナー・エアーシール３０個の内５個は、後端が失われ、すべての

ハニカムが摩耗していた。前側部分は、深く削れていたが、ハニカムは残っ

ていた。レンティキュラーシール は、インナー・ブレースの捩れた部（注２）

分とかみ合わなかった。レンティキュラーシールには、４番目 、５番（注３）

。目の歯に円周方向に沿って進行した長さ５５.２cmの円弧状のき裂があった

き裂は、シールの内側に達しており、後ろの約４５.７cmは失われていた。

軸方向のき裂は、レンティキュラーシールの前方に伸びていたがフランジ部

分には達していなかった。軸方向のき裂は、失われた範囲のほぼ中央であっ

た。

（注２ 「レンティキュラーシール」とは、高圧タービンの１段目と２段目のター）

ビン・ディスクの間に取り付けられ、インナ・ーエアーシールと共に燃焼ガ

スがシャフト側に漏れるのを防止するためのもの。

（注３ 「４番目」とは、レンティキュラーシールに５列ある歯の内、前方からの）

位置をいう。

（付図３及び写真４、５、６参照）

2.9.2 レンティキュラーシール等の詳細調査

損傷の激しかったレンティキュラーシール及びインナー・ブレースについて
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ＮＴＳＢによる調査結果の概要は次のとおりであった。

(1) レンティキュラーシールは、後方フランジと２番目の歯との間で歯が１２

時から３時の間長さ約４５.７cm、幅約５.１cmが失われていたが、この部分

から離れた場所は損傷も少なく比較的良い状態であった。

インナー・ブレースは、２ヶ所で大きく変形してレンティキュラーシール

から外れていた。レンティキュラーシールの１時３０分の位置には、軸方向

の大きな割れがあった。

(2) レンティキュラーシールの歯と歯の間のバレルの厚さが正常値２.７mmの

ところ、非均一な円周方向の擦り傷があり、シールが失われていた近くのう

ち、１時３０分の位置がもっとも薄く約０.６mmであった。この位置の軸方

向の割れの長さは約２.８cmであった。

(3) ２番目の歯と３番目の歯の間のバレルの割れの狭い領域で疲労による割れ

があり、走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope)による検査で、

高温疲労による粒界割れが確認された。

割れは、外側から内側へ伸展していた。

(4) 軸方向の割れは、摩耗域から前方フランジの方に伸びていた。摩耗域の破

断表面は、高温破壊と合致する非常に荒れた特徴を示していた。

(5) ３番目と４番目の歯の近くの円周状の破断面は、かなり荒れており、走査

型電子顕微鏡による検査で、擦り傷区域の外径表面近くでは高温破壊と合致

した特徴を示した。

軸方向のき裂部分の金属成分は、このエンジンの設計上の改良されたイン

コネル１００合金(ＰＷＡ１１００合金)の規格と合致していた。

(6) １番目と４番目の歯の先端に多数のき裂があった。これらのき裂は、歯の

先端から始まっていた。走査型電子顕微鏡の検査で、高温疲労による粒界割

れの特徴を示していた。

（写真７、８、９、１０参照）

2.9.3 レンティキュラーシールの使用時間等

破断していたレンティキュラーシール(P/N 815097,S/N AKLBFL6830)は､２０００

年１０月２８日に実施したエンジン・オーバーホールで、新品がタービン・モジュ

ールに組み込まれた。

整備記録によれば、組み込み時のレンティキュラーシールとブレースとの隙間は、

基準内であった。

本重大インシデント発生時までの総使用時間及び総サイクル数は、１３,０１７

時間及び１,９７３サイクルであった。限界サイクル数は、１５,０００サイクルで
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ある。工場でエンジンを分解した時に状態が確認できる部品であり、２０００年

１０月２８日以降工場での分解は無かった。

2.9.4 レンティキュラーシールの不具合

エンジン製造者によれば、同型式エンジンでは過去に、破片がエンジン内部に留

まった破損不具合として、１件事例があった。

2.9.5 レンティキュラーシールの冷却

高圧コンプレッサーから抽気した空気を、高圧タービン・ケース外側から高圧タ

ービン２段目ノズル・ガイドベーン内に流し、ノズル・ガイドベーンを冷却すると

共に、ベーンノズルからインナー・エアーシールを通りレンティキュラーシールに

吹き付け冷却している。

ベーンノズルについて、エンジン製造者が１９８５年６月１４日付けで、サービ

ス・ブリテンを発行し、冷却空気を減らすためベーンノズルの形状の変更が行われ、

現在の形状となった。

（付図３、４参照）

２.１０ ＤＦＤＲデータについて

2.8 に記述したとおり、ＤＦＤＲに誤ったデータが記録されていたこと及びデータ

が記録されていなかったことの調査のために同機の機上装置であるフライト・デー

タ・アクジィション・ユニット（以下「ＦＤＡＵ という ）及び当該ＤＦＤＲ」 。（注４）

の調査を同社に対して指示した。その結果の概要は、以下のとおりであった。

同社によれば、ＦＤＡＵ及びＤＦＤＲの定期点検は、機体に取り付けられた状態で

１８ヶ月毎に実施され、本重大インシデント発生以前の点検は、２００４年３月に行

われたが異常はなかった。

(1) 本重大インシデント発生時、同機に装備していたＤＦＤＲの前後に、同機に

装備されていた他のＤＦＤＲからの記録には不具合はなかった。

(2) 本重大インシデント発生時、同機に装備されていたＤＦＤＲが、同機に装備

される前、他の機体に装備されていたときの記録には不具合はなかった。

(3) 本重大インシデント発生時、同機に装備されていたＦＤＡＵには、不具合は

なかった。

（注４ 「ＦＤＡＵ」とは、機体各部に配置されたセンサーや各システムからの信号）

を変換しＤＦＤＲに送るためのものである。
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２.１１ その他必要な事項

同機が緊急着陸後、滑走路、誘導路等について点検を実施した結果、本重大インシ

デントに係わるエンジン部品の破片は発見されなかった。

３ 事実を認定した理由

３.１ 乗務員の資格等

機長、副操縦士及び航空機関士は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体

検査証明を有していた。

３.２ 航空機の耐空証明等

同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた。

３.３ 気象の関与

本重大インシデント発生当時の気象は、本件に関連はなかったものと推定される。

３.４ タービン・ケースの破損

２.３に記述したとおり、タービン・ケースに穴が開いたのは、破損し分離したレ

ンティキュラーシールの一部又は破損したタービン・ブレードがタービン・ケースに

衝突し破損させ貫通したものと推定される。

３.５ タービン・ブレードの損傷

2.9.1(1)に記述したとおり、２段目タービン・ブレードの損傷は、衝突による損傷

跡があったことから、破損したレンティキュラーシールの衝突及び破損したタービン

ブレードが衝突したことによるものと推定される。

３.６ タービンのインナー・エアーシール及びアウター・エアーシールの損傷

2.9.1(1)に記述したとおり、それぞれのハニカム部分に摩耗があったことから、破

損したレンティキュラーシール及び破損したタービン・ブレードがレンティキュラー

シールと２段目タービン・ベーンインナー・エアーシールの間及び２段目タービン・

ブレードとアウター・エアーシールの間に入り回転したことによるものと推定される。
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３.７ レンティキュラーシールの破損

2.9.2 に記述したとおり、レンティキュラーシールの破損は高温疲労により、き裂

が表面から内側に伸展したことにより生じたものと推定される。

高温疲労が発生したのは、冷却が不十分であったため、レンティキュラーシールに

遠心力に加えて熱応力が発生し、１段目及び２段目タービン・ディスクに取り付けら

れているインナー・ブレース及びレンティキュラーシールに変形が繰り返し生じたこ

とによるものと推定される。

３.８ レンティキュラーシールの材質等

2.9.2 及び 2.9.3 に記述したとおり、レンティキュラーシールの材質及び組立に異

常はなかったものと推定される。

３.９ ＤＦＤＲデータの不具合

２.１０に記述したとおり、点検の結果からＤＦＤＲ及びＦＤＡＵに不具合はなか

ったものと推定される。

本重大インシデントに係わるデータが得られなかったことを含めデータに不具合が

あったことについては、一時的なＦＤＡＵの不具合がＤＦＤＲの記録に影響した可能

性が考えられるが、特定することはできなかった。

３.１０ エンジンの炎

２.１(4)に記述したとおり、関西タワーの管制官が目撃した、同機の当該エンジン

が炎に包まれ、音がしたことについては、本重大インシデント発生により、燃焼ガス

の流れが異常となり、一時的に異常燃焼となったことによるものと推定される。

４ 原 因

本重大インシデントは、同機が離陸上昇中、No.１エンジンの高圧タービン部のレ

ンテイキュラーシールが破損したため、分離したレンテイキュラーシールの一部が、

タービン・ブレードを損傷させ、レンテイキュラーシール又はタービン・ブレードが

エンジン・ケースを貫通したことによるものと推定される。

レンテイキュラーシールが破損したことについては、冷却が不十分であったため熱

応力が発生して、き裂が発生し、伸展したことによるものと考えられる。
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５ 安全勧告

航空・鉄道事故調査委員会は、本重大インシデントに鑑み、アメリカ合衆国連邦航

空局に対し、プラット・アンド・ホイットニー社が、次の事項について検討し、所要

の処置を講ずるようにすることを勧告する。

ＪＴ９Ｄ－７Ｒ４系列型エンジンについて、レンテイキュラーシールの冷却が不充

分となることがないようにすること。
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付図１ 推定飛行経路図 
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付図２  ボーイング式７４７－２００Ｂ型三面図 
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付図３ 高圧タービン部断面概略図 
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サービス・ブリテンで変更されたベーンノズル断面 
変更後                    変更前 

 

付図４ 冷却空気の流れ及びベーンノズルの形状図 

レンティキュラーシールへの冷却空気の流れ

部分拡大図 A-A断面拡大図 
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写真１ 重大インシデント機 

写真２ No.1エンジンカウリング損傷箇所 
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写真３ エンジンケース損傷箇所 

エンジンケース及び冷却用

チューブ損傷箇所 

冷却用マニホールド損傷箇所 

写真４ アウターエアーシール損傷箇所 

アウターエアーシール損傷箇所 
エンジンケースの穴への貫通部分

損傷した２段目ノズルガイドベーン 

ハニカム構造
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写真５ 高圧タービン２段目ブレード及び 

     レンティキュラーシールの破損箇所 

ブレード レンティキュラーシール 

写真６ 高圧タービン２段目ブレード破損箇所 

エンジン前方 
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外側 
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写真７ レンティキュラーシールのき裂 

疲労き裂確認部 

軸方向のき裂 
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写真８ レンティキュラーシール歯１の軸方向のき裂 
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写真９ レンティキュラーシール歯１のき裂 

写真１０ レンティキュラーシール歯４のき裂 

 き 裂 

き 裂 

間隔 0.13～0.18インチ、深さ 0.05インチ 

間隔 0.13インチ、深さ 0.05インチ 



≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」


